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トゥルファン漢人の冥界観と仏教信仰

荒川正晴

はじめに

中央アジアのトゥルファンに早くより仏教が伝わっていたことは 編纂史料に記される情報だけでな

く，同地より出土した漢訳経典の存在から明らかである.たとえば，仏教石窟が造営されたトユクから

は，西晋の元康六年 (296)に書写された竺法護の漢訳経典『諸仏要集経Jが出土している.この他にも，

トゥルファンに高昌郡が置かれていた時代 (327~450 年)に多くの漢訳経典か?書写されたり，高昌郡で訳

出された経典があったことも知られている.

これらのことは，遅くとも 4・5世紀には，仏教が既にトゥルファン漢人に受容され，少なからざる漢

人僧とそれを支える在家信者が存在していたことをうかがわせる.しかしながら， トゥルファン漢人の仏

教信仰の実情となると，これまで十分に検討されてきたとは言えない.この点は，中圏内地漢人の仏教信

仰にあってもほぼ同様であろう.

本稿は，漢人がトゥルファン支配の主導権を握っていた 4世紀より 8世紀にかけて，在家信者として仏

教を信仰するトゥルファン漢人の冥界v観がどのように変遷したのか，その一端を探ったものである.それ

ぞれの時代や地域における冥界観の形成に，当該時代や地域で信仰する宗教が教える冥界の姿が大きな影

響力をもつことは言うまでもない. トゥルファンの漢人たちもその例外ではなく，彼らの冥界観には明ら

かに仏教の影響が認められる.ただしその冥界観は，時代によって大きく変化しており，仏教が冥界観に

及ぼした影響力のあり方にも時代的な変遷が強く認められる.

トゥルファン漢人の仏教信仰は如何なる変遷を経てきたのか，その実態解明に繋がる糸口を，冥界観と

いう切り口から得ることができれば幸いである.

1 . トゥルファンにおける葬礼文書の画期

トゥルファン出土の漢文文書は，同地に散在する多くの遺祉や墳墓より出土したが，なかでもカラホー

ジャ(高昌故城)の北に広がるアスターナ古墳群墳墓より出土した文書がその大半を占めている.この古墳

群は， 3 ~ 8 世紀にわたる長期間に造営されたもので，その墳墓の墓室から出土した漢文文書も 4~8 世

紀に及んでいる.まさに西ウイグル時代以前に関する文字資料を詰め込んだタイムカプセルと言えよう.

ただ，ひとくちにアスターナ古墳群墳墓より出土した文書資料と言っても，被葬者の軽や冠帯や寝具な

どに二次利用されて埋納されたものと，はじめから埋葬目的で納められたものとに大別できる.さらに埋

葬目的で納められた文書は，墓室に埋納するにあたって新たに作成されたもの，つまり葬式の際に死者と

ともにお墓に埋められる葬礼文書(随葬衣物疏・功徳疏・買地券など)と 生前作成されていた世俗文書や

その写し(告身・契約文書・官文書など)とに分けることができる.

(1) r集録j， p. 74 ;栄 1987，p. 32 (r吐魯番j， p. 182) . 

(2) r出三蔵記集J 巻二，新集条解異出経録第二によれば，東晋の安帝の時代 (396~418 年)に高昌郡の沙門釈法衆

が， r方等檀持陀羅尼経J四巻を漢訳したことを伝えるが，訳出した場所としては，高昌郡以外に張披とする伝承も

ある(山部 2000，p. 231) .また同書同巻には， r賢愚経』十三巻が宋・文帝の時 (424~452 年)に涼州の沙門釈曇

学によって， r観弥勅書薩上生鬼率天経j 一巻と『観世音観経J 一巻が，宋・孝武帝の時 (452~464 年)にi且渠蒙遜

の従弟である祖渠安陽侯(温渠京声)によって，それぞれ高昌郡で漢訳されたことを伝えている.

(3) 荒川 2003，pp. 11-21. 
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本稿での検討で注目したいのは，葬礼文書のうち，死後の世界に旅立つ被葬者の身体に密着して埋納さ

れ，死後の世界への通行証的な役割を果たした随葬衣物疏と功徳疏の存在である.例えば，随葬衣物疏に

は，折り畳んで被葬者の胸元に置かれるかたちで埋納されたものがあり，そこには「死者があの世に遮ら

れることなく到達できるようにjもしくは「死者の所有品が他人に奪われないようにJといった意味の文言

が付加されていた.またこれら随葬衣物疏や功徳疏の検討を通じて，当時のトゥルファン漢人が懐いてい町

た冥界観の一端が明瞭に浮かび、上がってくる.買地券(墓地購入の契約書)等の他の数少ない葬礼文書とと

もに，当時の漢人の冥界観を知ることができる貴重な資料群となっている.

こうした葬礼文書が， 4 ~8世紀にわたってアスターナ古墳群に埋納されているので，これらを通時的

に検討することによって，同時期のトゥルファン漢人が，どのような冥界観をもち，それが時代的にどの

ように変化してきたのかが確認できる.はじめに述べたように， トゥルファン漢人はこの時期，仏教を信

仰していたが，この検討は，そうした漢人の仏教信仰がどのような変還をたどってきたのか，その一端を

併せて教えてくれるものともなる.

まず，埋納された葬礼文書を検討すると，その内容によってこれらは，次に掲げる三期に時代区分する

ことができる.

第 I 期・・・高昌郡時代 (327~450 年)

今第E期・・・麹氏高昌国時代 (501~640 年)

第皿期・・・西州時代 (640 年~8 世紀後半)

この区分に沿って，時代を追ってそれぞれの冥界観を検討してゆくことにしたい.

2.第 l期の葬礼文書と冥界観

第I期と第E期の葬礼文書は，これまで多くの研究者によって，併せて随葬衣物疏と呼ばれてきた.陣

葬衣物疏とは，被葬者の身を包む衣服や日常使用する物品などを主とする副葬品のリストと，そのリスト

に呪術的な文言(以下，付帯文言と呼ぶ)を付した文書を言う.

ただし，第 I期と第E期とでは，同じ随葬衣物疏でありながら，その付帯文言にはかなりの相違が認め

られる.この付帯文言こそ， トゥルファン漢人の冥界観を知る貴重な手がかりを提供してくれるので，こ

こではこの文言を中心に検討を加えてゆきたい.

第 I期の随葬衣物疏の付帯文言には，画一化された書式が必ずしもあるわけではないが，おおむね次に

代表されるような内容をもっている.

①「西涼建初十四年 (418)韓渠妻随葬衣物疏J(63 TAM 1:11/ r図文』査，p.5;r文書j1， pp. 14・15)

(前略)

10 建初十四年八月廿九日 高昌郡高際都郷孝敬里民

11 韓渠量口命早終.謹候随身衣裳雑
(青)

12 物如右.時見，左清龍，右白虎.書物敷，前朱圏，

13 后玄武. [ ]要.急々如律令.

(4) 買地券を含め，墓室に埋納される券書全体を総称して墓券と言うことがある.これについては多くの論孜がある

が，ここでは池田 1981のみ掲げておく.

(5) 随葬衣物疏に関しては，以下に本論で触れるもの以外に，中国から劉昭瑞 1993，劉瑞明 1998など，多くの論

孜が公表されているが，ここでは省略する.

(6) 既に小田義久氏は， トゥルファン出土の葬礼文書をこの三期に分けて検討されている.この小田氏の分類は，葬

礼文書の内容から見て妥当な見解であり，ここでもこれに従っている(小田 1988，pp. 42-53). 
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(和訳)

(西涼の)建初十四年 (418)八月二十九日に，高昌郡・高昌牒・都郷・孝敬里の民である韓渠の妻，某

は，その命を早くに終えた.謹んで被葬者の遺体とともに埋納する衣裳や雑貨を一件ごと書き連ねるこ

と，右に掲げたとおりである.時見(立会人)，左は青龍，右は白虎.清書人，前は朱雀，后は玄武.

[ ].急ぎ急ぎて行うこと，律令の如くせよ.

②「北涼真興七年 (425)宋洋妻腕儀容随葬衣物疏J(75 TKM 96:17/ r図文』査，p.28;r文書.11，pp. 59・ω)

(前略)

8 真興七年六月 廿 四 日 高 [

9 型堕呈民誼故麹時[

10 謹傑随身衣物敷，人不得偲名[
(幸)

11 辛閥津河梁不得留難.如律令.

(和訳)

(北涼の)真興七年 (425)六月二十四日に，高[昌郡・高昌牒・某]郷・延書里の民，宋洋の亡き妻，腕

儀容[は，その命を早くに終えた].謹んで被葬者の遺体とともに埋納する衣服や物品を一件ごと書き

連ねる.これらは，他人がその所有権を主張できないものであり， [ ].どうか，被葬者をあの世

へわたる関所や河の渡し場で引き留めないでほしい.律令を施行するように(，このことが速やかに行

われるように). 

これらを見ると，第 I期に属す衣物疏の付帯文言には，①のように，副葬品に対する被葬者の所有権を

主張するものとともに，②のように，さらに冥界へ渉る関所や河の渡し場などで行く手を遮らないように

要請するものがあったことがわかる.このほかの同時期の付帯文言も，副葬品を書き留めただけの簡略な

付帯文言もあるものの，ほぼ上記の二つのパターンに集約できる.
(幸)

このうち②に見える「辛閥津河梁不得留難.知律令Jという文言は，まさに現世で使用されていた通行証

の文言を引き写したものと認められる.というのも，以下に掲げるように，漢代に遡るものの，私用旅行

者に発給された「果J(1伝J)と呼ばれる通行証のなかに，似たような文言が存在するからである?

.漢代の通行証「果J(1伝J)(居延漢簡495・12+ 506・20)(大庭 1982，p.609)

重宝五年十二月辛卯朔庚寅，亙塑音夫護敢言之， 1重宝[
(謹)

口口口口口.口案，忠等母官獄徴事，謁移過所牒邑口口河津開，勿苛留，敢言之J.

十二月辛卯，雨量福獄丞博行丞事，移過所.如律令/抹海膏，令史衆 (面)

藤幅獄丞印 (背)

(和訳)

建平五年(前 2)十二月辛卯の朔庚寅，東郷膏夫の護が申し上げます. 1 (様幅牒)嘉平[里の忠は， ] 

・.謹んで調べますに，忠等は獄事で呼び出された前科はありませんので，通過する牒白口口河津

闘に申し伝えていただき， (途上)とがめて留められることがないようにお願いいたします.申し上げ

ますjと.

(7) 大庭 1982，pp.421，606-615.
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十二月半卯， (酒泉郡)様幅(牒)獄丞兼(牒)丞の博，過ぐる所に申し伝える.律令の知くせよ./縁

海斉，令史衆 (面)

様幅獄丞印 (背)

そのほか第 I期に属す随葬衣物疏の付帯文言には，断片ながらも「過所jの語 [1北涼鉄名随葬衣物疏J

(75 TKM 91:3/1(b)， 3/2(b)/ r図文J萱， p.55;r文書.I1，pp.111-112)]を大きく書き記すものがあり，この

語も上掲の「果Jに見えている.

貌晋・五胡時代の通行証の文言については，現時点では確認できないが，少なくとも第 I期の随葬衣物

疏②の付帯文言の表現は，漢代において確立していた通行証の文言を基本的には下敷きにしたものと考え

て大過なかろう.

とすれば，前掲の②は，冥界への通行証ということを強く意識して作成されたものであり，その構成も

現世の通行証と同様に，被葬者に代わって現世のものが冥界に対してその通行を要請した部分と，その要
(幸)

請を受理した冥界側の処決文とから成っていたと見て良かろう.具体的には，前者は冒頭から「辛閥津河

梁不得留難」までの部分であり，後者は末尾の「知律令」の部分にあたる.つまり，被葬者がその副葬品と

ともに冥界へスムーズに通行できるように要請する文言がその多くを占めるものの，末尾に付された「如

律令」は，その要請を受理した冥界における，被葬者の通行を許可した最終的な処決文の結句なのである.

では，冥界において，この最終的な処決文を下したのは誰か，ということになるが，この問題を考える

際に考慮すべきなのは，後漢時代かち三国・西晋・東晋時代の墓室や遣社から出土した葬礼関係資料(買

地券・鎮墓文・陶健など)を見ると，中圏内地において当時 冥界の最高神格は天帝と観念されていたら

しく，随葬衣物疏と同様にこれら資料の末尾に付された「律令の如くせよ」というのは， 1天帝の命令の通

りにせよjの意である と考えられることである.

トゥルファンにおいても，後の時期にはなるが，アスターナ古墳群より出土した朱書の「符銭J(59 TAM 

303:1/1/ r図文』萱， p. 129 ; r文書J2， p. 33)に記された呪文の冒頭に「天帝神符」とあり，さらにその上

部に，神像らしきものが描かれ，その像の下に「黄Jの字が大書されているが，この「黄」は黄帝の省略

であり，黄帝は天帝の意であるという.この「符銭jを出土した 303号墓からは，和平元年 (551)に埋

葬された趣令達の墓表が見つかっており，この「符銭」が 551年以前に作成されたことが知られる.お

そらくは埋葬に合わせて作成された可能性がきわめて高い.

第E期に属す随葬衣物疏の付帯文言に見えている「美天jの理解とともに 詳細な検討は今後に委ねざる

を得ないが， トゥルファン漢人も冥界の最高神格として天帝を観念していたと見て大過なかろう.

そしてこの天帝からの命令を受けたのが，地下冥界を司る諸神であったと考えられる.というのも，第

I期のトゥルファン出土の「後秦白雀元年 (384)随葬衣物疏J(黄 1954，p. 33;図版一人，図 21・22)に， 1帰

蕎里jという表現があり， トゥルファン漢人も中圏内地漢人と同様に，死者が帰すべき場として，高里す

なわち地下にある死者の里を観念していたことがうかがえるからである.

以上に見てきたことからわかるように，付帯文言の末尾に「知律令」があって始めて，被葬者が向かう地

下冥界の諸神たちも，その通行を認めることになるのである.

(8) 坂出 2∞3，pp. 80， 86. 
(9) 坂出 2003，p. 80.坂出氏は，呪文冒頭の文字を「天帝神符jとするが，最後の「符jの字は確定的なものではな

い.r図文tr文書Jともに，この字は読めていない.
(10) r図文』萱，p.129 ; r文書j2， p. 30. 
(11) このほか第E期の初期と推定される墳墓所出の随葬衣物疏 (73TAM 210:136/1/ r図文』参，p.35 ; r文書j6，
pp.64-65)に，被葬者が向かう先として「黄泉J(地下の冥界)の語が見えている.

( 114 ) 



この構造は，基本的には「急々知律令jを末尾に付す①も同様であり，ここではさらに冥界に宛てた要

請書が，中国の伝統的な四神がこれを清書L，またその作成に証人として立ち会っていた形式を取って

いる.
(幸)

第I期の随葬衣物疏を通覧すると，通行許可を願う「辛開津河梁不得留難」という直接的な表現が付帯

文言にないものは多いが，それで、も副葬品リストに付帯文言が付されたのは，埋納された副葬品が被葬

者の所有にかかることを保証し，併せてその被葬者を冥界にスムーズにシフトさせるためであったと見

られる.

そして何よりも注目すべきは，この時期の随葬衣物疏の付帯文言には，前掲①に見えるように，青龍や

白虎といった漢人の伝統的な諸神しか見えず，そこに示される冥界観には 仏教色がまったく無いことで

ある.このことから，第 I期においては， トゥルファンの漢人たちの冥界観に仏教信仰の影響は及んでい

なかったと見て大過なかろう.

先に述べたように， トゥルファンでは，第 I期の高昌郡時代以前において既に漢訳経典が書写された

り，高昌郡で漢訳された経典があったことが知られており，高昌郡時代に仏教が既にトゥルファン漢人に

広く信仰されていたことがうかがえる. 5世紀に宋慶とその妻張氏が供養主となって作られた「八禽坐仏

八角柱形供養石塔J(高昌故城[E廃社]出土， MIK III -6838 )の存在は，それを雄弁に物語るものであろう.

もちろんトゥルファン漢人といっても，その信仰が庶人層にまで及んでいたかどうかは詳らかではな

く，先の供養塔を造った宋慶とその妻張氏も，庶人ではなかった可能性の方が高い.ただ少なくとも，高

昌郡の士人や豪族らには仏教を信仰するものが少なからず存在したと見られる.

ここに検討する随葬衣物疏や，それが埋納された墳墓は，一般庶人が作れるものではなく，基本的には

当地における士人や豪族らが作成し 造営するものである.そうした彼らのうちに仏教を信仰するものが

いたことは疑いないにもかかわらず，彼らが造営した墳墓の墓室内には，随葬衣物疏だけでなく，総じて

仏教色は皆無であった.

このことは，第 I期においては，仏教信仰が漢人の伝統的な冥界観を変え，それが彼らの葬礼文書や他

の埋葬品に反映・定着するほどまでには，漢人のなかで仏教は深く信仰されていなかったことを示唆して

いよう.またトゥルファンの随葬衣物疏だけでなく 河西を含む中国内地より出土した同時期のそれに

も，仏教的な要素をそこに見いだすことはできない.今後，新たな史料の発見はあろうが， トゥルファン

漢人に関する先の見解は，同時期の中圏内地漢人の仏教信仰を見る場合にも十分に参考になろう.

3.第 H期の葬礼文書と冥界観

先に検討した第 I期の状況に対して， 6世紀以降の第E期になると，以下に掲げるような付帯文言が随

葬衣物疏に見えるようになってくる.

(12) 例外として「北涼玄始九年 (420)髄葬衣物疏J(S. 6251)がある.ここには，末行に「胡僧到璽亙軍亙Jと記さ
れるが，この時期の随葬衣物疏の付帯文言としてはきわめて例外的なものである.熊谷 1961，p. 171 ;白須 1981，

pp. 148・149;小田 1988，p. 55. 

(13) Le Coq 1913， Tafel60 ;池田 1991，~J品解説 2.
(14) 白須 1990，pp. 14，20 ; 1992， p. 118. 
(15) 墓室内の状況については， r三十年.1(pp.70-124)や『新彊文物.12000・3・4所収の発掘報告を参照.栄 1987，pp. 

33-34 a吐魯番j， p. 183). 

(16) 既に紹介されている，湖南省長沙出土の「升平五年 (361)周芳命妻、議氏随葬衣物疏J(池田 1961，pp. 53・54;白須

1981， pp. 136-137 ;務 2∞1，No. 55)だけでなく，近年，甘粛省武威市からも前涼期の衣物疏が発見されている(馬自
樹 1999，p. 239). この衣物疏の存在については，闘尾史郎氏よりご教示を賜った.ここに記して謝意を表したい.
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③「高昌延昌三十六年 (596)某甲随葬衣物疏J(66 TAM 48:2/ r図文』査，p.334 ; r文書.I3，pp.66・67)

(前略)

5 延昌舟六年丙辰歳三月廿四日，大徳比丘

6 某甲，敬移五道大神.仏弟子某甲持仏五戒，
(享)

7 専修十善.宜向遺齢，永賜難老.但美天

8 不弔，以此月十九日忽然祖損，運渉五道.幸

9 勿阿留，任意聴過.請書張堅固，時見

10 李定度.若欲求海東頭，若欲覚海西

11 壁，不得奄遁留停.急々如律令.

(和訳)

延昌三十六年 (596)丙辰の歳，三月二十四日，大徳比正の某甲は，敬しんで五道大神に申し上げる.

「仏弟子の某甲は，仏の五戒をたもち，専ら十善を修めた. (よって)よろしく長寿を享受し，永く老い
しか あわれ

難きを賜うべきである.但れどもz 美天は弔まずして，この月の十九日を以て(仏弟子某甲は)忽然と

して亡くなり，五道を渉ることになった.原買わくは，阿めでとどめることなく，意に任せて過ぐるを聴

されんことを!請書(清書人)は張堅固，時見(立会人)は李定度なり. (天帝からは，以下のような詔

書が下されているHもし(仏弟子某甲が)海東の頭(東の果て?)を求めようとしたならば，また海西

の壁(西の果て?)を求めようとしたならば，それをさえぎって留停させてはならない!急ぎ急ぎて律

令のごとくせよ!.IJと.

(以上は，白須 1983，pp. 92-93の読み下しを基に，それに私見を交えて作成している)

白須浄真氏は，この第E期の随葬衣物疏に見える付帯文言を検討され，全体を以下の三つの部分に分け

ている.

(A]延昌7ft六年丙辰歳三月廿四日，大徳比丘某甲，敬移五道大神. I仏弟子某甲持仏五戒，専修十善，

宜向還齢，永賜難老.但長天不弔，以此月十九日忽然祖損，運渉五道.幸勿阿留，任意聴過.J 

【B】請書張堅固，時見李定度.

Ic】「若欲求海東頭，若欲覚海西壁，不得奄遁留停.急、々如律令.J 

そのうえで，白須氏は全体の構造を， (A】大徳比正の五道大神への「移J書(通行要請書)+ [B】清書人

と証人の署名→【c】五道大神の判辞と理解する.つまり【A】と【B】は，被葬者である仏弟子に替わって

大徳比丘が，五道大神に対して提出した冥界への通行許可を要請する「移書jの部分にあたると解され， I請

書張堅固Jと「時見李定度」は， I移書jを書写した者と，その作成に証人として立ち会った者との署名とす

る.そして，続く [c】は，その「移書Jを受理した五道大神が下した処決文，と解する.

しかしながら，先に検討した第 I期の付帯文言と同様に，全体はあくまでも被葬者に代わって現世のも

の(すなわち大徳比正)が，冥界の神たる五道大神に宛てた文言(移書)そのものであり，そのなかで【c]

の判辞が引用されているのである.とすれば，末尾に「急々如律令jを付す【c】の部分は，これから通行

要請を受ける五道大神の判辞では決しであり得ず，第 I期と同様に，冥界における最高神格と観念されて

いた天帝の判辞である可能性は高い.後に触れるように 五道大神は冥界への入り口を守護する神となっ

ていたと見られることからすれば，この【c]の判辞があって始めて五道大神は被葬者の通行を許可するこ

とになるのである.

(17) 白須 1983，pp. 86-93. 
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ところで，こうした形式の付帯文書をもっ随葬衣物疏は， I高昌章和十三年(543)孝姿随葬衣物疏J(72 

TAM 170:9/ r図文J萱， p. 143 ; r文書j2， pp. 60・61)にまで遡ることができ，高昌国ではこれ以降，若

干の表現上の変化はありながらも，先に掲げたような付帯文言をもっ随葬衣物疏が作成され続けた.章

和十三年 (543)以前，およびこれ以降も建昌三年 (557)(1令狐孝忠随葬衣物疏J[73 TAM 524:28/ r図
文』萱， p.131 ; r文書j2， p. 37])ころまでは，先の衣物疏と併存するかたちで，様々な形式の衣物疏が

作成されており，高昌国初期には，随葬衣物疏の付帯文言は多様であった.それが， 540年(章和十年)

代になると，上掲③のような付帯文言が突知として出現し，やがて 561年(延昌元年)以降には完全に

それに統一されていった.第E期の随葬衣物疏全体を通覧すると，以上に述べたような随葬衣物疏の変

遷状況が明らかになる.

こうした変遷を示した背景のーっとしては，高昌国の政治体制が章和年間に一応の安定を見るなか，こ

の国の諸制度が中国を模して整備されてゆくとともに，葬送儀礼も整えられてゆき，それに伴って随葬衣

物疏の書式も定型化していったことが考えられよう.同時に，章和年間以降，墳墓にはこうした随葬衣物

疏だけでなく，墓表や伏義女嫡図も一定の書式・形式をもって埋納された.

では何故に先に掲げた付帯文言に整えられたのかという問題であるが，注目されるのは，高昌国初期の

随葬衣物疏には，第 I期と同様に仏教的な要素はまったく認められないのに対して，この付帯文言には，

被葬者が仏弟子と呼ばれ，彼が仏教の五戒や十善を修めたことが明記されていることである.つまり第E

期も 540年代以降になると，それまでの漢人の伝統的な冥界観しか見えなかった付帯文言に，仏教色が強

く加わっていくようになることがわかる.この点に関連して，付帯文言に，五道大神が冥界への通行を守

る神として見えていることは見逃せない.これまで五道大神については，道教的神格と考えられることも

あったが，これが中国への仏教伝来とともに導入された神であることは疑いない.五道大神が中国在来の

神でなく，外来の神，おそらくは西域より伝来した神であったことについては，詳しくは別稿に譲るが，

初期の漢訳経典では，五道大神は冥界への入り口を守護する神として登場してくる.この五道大神は，後

に道教のなかに取り入れられながら，唐代には五道将軍と名を改めて登場するが，その性格は基本的には後

世に継承されてゆく. トゥルファンの五道大神も同様に冥界への途を守護する神で、あったと見て良い.

ただしこの付帯文言には，同時に張堅固や李定度といった道教的な神仙が，五道大神への要請書の清書

人や証人として見えており，また先にも述べたように，この五道大神に命令を下したのは冥界の最高神格

たる天帝であった.これらのことから，第E期 540年代以降の冥界観には，仏教徒として冥界に赴くこと

になったものの，そこには道教的神格や漢人の伝統的な冥界観が混じり込んでいたことがわかる.こうし

た冥界観が，高昌国の章和年間以降，葬送儀礼のーっとして随葬衣物疏の作成とその墳墓への埋納が定着

してゆく過程で突知として出現してきたのである.

そこで注目されるのは， 6世紀のほぼ同時期，中国内地(山東省)からも五道大神の名を記す随葬衣物疏

が出土していることである.

(18) 白須 1990，pp. 37-41. 

(19) 既に戦国期に見える漢人の伝統的な人身蛇尾の男女神(伏義と女嫡)を描いた布画・紙画で，高昌国期から，さ
らに西州時代まで埋納されていた.

(20) 馬薙 1972，pp. 171-172. 

(21) 小田 1997，pp. 13-19.小田氏には，このほか五道大神を検討した論孜として小田 1961; 1976Aがあり，これま

で五道大神について詳細に分析を加えられてきた
(22) r大目乾連冥間救母変文J(S. 2614)などに見える五道将軍は，まさに冥界への途を守護する神である.金岡2000，

pp.411-415参照.
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.1武平四年 (573)高僑妻王江妃随葬衣物疏J(北斉，山東省出土，木正)3)
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2雪丞主四年歳次発巳七月乙丑六日庚午，釈迦文仏弟子高僑敢告
Ci唖)

己歪呈地振坦国土.車賃元出翼州勃海郡，因宣侃居青州斉郡益都県酒
符)

巳呈.其妻玉1I~己，年七十七，遇患積稔，医療無損，忽以今月六日命過寿終，

上辞三光，下帰高里.注記生時十善持心，五戒堅志，歳三月六，斎戒不閥.今為戒

師・蔵公・山公等所使，与仏取花，往知不返.主記命終之時，天帝抱花，候迎精神，大権

口口，接待霊魂，勅汝地下女青，詔書五道大神・司抜之官， r江妃所鷲衣資雑物・随

身之具，所連之処，不得詞留.若有留詰，沙詞楼陀砕汝身首，知阿梨樹枝.来時忽々，不知

書読是誰，書者観世音，読者維摩大士.故移.即即.IJ.

(読み下し)(浅見 1990，pp.4-14によって作成)

斉武平四年 (573)歳次発巳七月乙丑朔六日庚午，釈迦文仏の弟子高僑，敢えて油湾里の地の振坦国

土に告く¥

「高僑はもと翼州勃海郡に出で，宜に因りてのお青州斉郡益都県酒湾里に居す.其の妻の王江妃，年七

十七，患に遇いて稔を積み，医療は損すること無く，忽に今月六日を以て命過ぎ寿終り，上三光に辞

し，下高里に帰す.江妃は生時に十善もて心を持し，五戒もて志を堅め，歳三月六，斎戒して閥かさ

ず.今，戒師・蔵公・山公等の使する所と為り，仏と花を取り，往きて返らざるが如し江妃命終るの

時，天帝は花を抱きて精神を候迎し，大権は口口して，霊魂を接待し，汝地下の女青に勅して，五道大

神・司域の官に詔書せLむるに， J江妃粛す所の衣資雑物・随身の具は，所連の処，詞留するを得ざ

れ.若し留詰するもの有らば，沙詞楼陀が汝の身首を砕くこと，阿梨の樹枝の如くせん.来時忽々(通

りがかりにて?)，書き読めるは是れ誰なるかを知らざれば， (よくきけ)書けるは観世音，読めるは維

摩大士なるぞ!故に移す.即即』とJ.

この随葬衣物疏では，大徳比丘ではなく，被葬者の夫である仏弟子が，振坦(シナ)国土に対して，天帝

と大権とが来迎して「経由地では被葬者の衣服・携帯品を奪うことなく，無事に通過させよJという詔勅を

地下女青，五道大神，司域の官等に下したことを，申し伝える形式をとっている.ここでは，五道大神は

天帝と大権の命令を受ける神々の一人として登場しており， トゥルファンの五道大神に比べてその存在は

大きくないが，五道大神が冥界への通行を管理する神であることは両者に共通している.また，この文言

のなかには， 1戒師J(仏教で戒律を授ける師)とともに， 1山公」という神仙の名や， 1地下女青Jという買

地券や鎮墓文によく見えている神格が登場している.

仏教が伝来した後漢以降，仏教と漢人の伝統的な信仰とが混交した冥界観が，何時，どのように起こっ

たかは，今後の詳しい検討を必要としているが次の事実は重要である.

すなわち，中国内地における随葬衣物疏だけでなく鎮墓文・買地券なども含めた葬礼関係資料のなか

で，冥府の神として「五道大神Jが出てくるのは，現在確認できる資料からは， 6世紀の仏教徒が作成したを

随葬衣物疏，つまりここに掲げた「武平四年(573)高僑妻王江妃随葬衣物疏Jとトゥルファン出土の随葬衣

物疏のみであることである.先に見たように， トゥルファンでは6世紀も 540年代以降になって，五道大

神が登場する冥界観が定着してゆく.

(23) 端方『陶粛蔵石記』巻十三;池田 1961，pp. 55・56;原田 1988，pp.36・37;浅見 1990，pp.15・16.
(24) 南斉，永明三年(485)十一月の紀年のある買地券に，冥界を司る諸神のーっとして出てくる「五墓将軍jや，後
漢時代の鎮墓文に見える「五方土神jが，ここで検討している本来仏教とともに中国にもたらされた「五道大神Jと
如何なる関係にあるかは，今後の研究課題である.坂出 2003，pp.86・87，92.
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この事実は，仏教がもたらした五道大神と道教的神格や中国の伝統的な諸神とが融合する形の冥界観

が，北朝期において中圏内地(華北〉からトゥルファンにまで仏教徒の間で広まっていたことを示唆して

いる.

この背景には，鮮卑系胡族政権のもとで仏教が隆盛し，漢人の仏教信仰が急速に深まるとともに，それ

が漢人の冥界観を変え，葬礼文書にまでその変化が反映・定着していたことが考えられよう.そして先に

述べたように，高昌国は，章和年間以降，葬送儀礼を整備してゆくに際し，当時，中国内地で普及してい

た漢人仏教徒の葬礼文書を取り入れたものと見られる.

ただし，先に見たようにトゥルファンの五道大神は，冥界への通行を守護する神として，中国内地のそ

れに比べて，クローズアップされている.このことは， トゥルファンが中圏内地における漢人仏教徒の冥

界観やその葬礼文書を取り入れつつも，実際にそこで構築される冥界観や葬礼文書には地域的な特性が付

与されていたことを示唆していよう.

高昌国では， 6世紀後半に，中国との公的な通交が絶え，朝貢使節の派遣がまったくなくなるが，そう

した状況のなかで随葬衣物疏も固定化・形式化し，その内容にまったく変化は認められない.そして 7世

紀になり陪への朝貢が始まり，中国との往来が再開されると，随葬衣物疏の付帯文言にも，部分的にでは

あるが変化が起こってくる.このことは， r周書J巻五十，異域伝，高昌条に「其刑法・風俗・婚姻・喪葬

は，華夏と小異にして大同なり」と伝えられる高昌国の漢人が，知何に中国内地の社会的・文化的モード

に敏感であったのか，その一端をうかがわせるものであろう.

4.第川期の葬礼文書と冥界観

第E期，つまり唐が高昌国を征服して， トゥルファンを直轄支配した西州時代になると，移行期を挟ん

で，それまでの随葬衣物疏とはまったく異なる葬礼文書が埋納されるようになる.

まず移行期の葬礼文書としては，西州が設置された貞観十四年 (640)以降から永徽年間 (650・655)ぐら

いまでに作成された随葬衣物疏が挙げられるが，それらすべてに認められる大きな特徴は，第E期におけ

る随葬衣物疏の付帯文言をそのまま用いることがなかったことである.とりわけ，その付帯文言からは，

それまで必ず記されていた五道大神の名が完全に消滅する.

第H期の高昌国では，アスターナに墳墓を造営したのは，ほぼ士階層に限定され 随葬衣物疏の作成と

墳墓への埋納も，そうした士階層の人々が専有する葬送儀礼のーっとなっていた.高昌国が滅亡すると，

それまで保たれていた明確な士・庶の区別は崩れてゆくが，そうした状況のなかで士階層の葬礼文書とし

て形式化していた随葬衣物疏の付帯文言が急速に廃れていったのである. 7世紀前半の高昌国滅亡時に

は，付帯文言に見える地下冥界を司る五道大神も形骸化したものとなり， トゥルファン漢人が懐く冥界に

おけるその地位も相対的に低下していたと見られる.

そして，やがて乾封二年(667)(氾延仕妻董真英の葬礼文書/<録文>Maspero 1953， p. 156 ; <写真>Ibid.， 

pl. XXXII)以降には，副葬品を列挙したリスト部分もほぼ消滅し，名実ともに随葬衣物疏は作成されなく

なっていった.唯一，例外的なのは，次に掲げる葬礼文書である.

(25) 白須・萩 1979，p. 176.長らく中原王朝との国交を絶っていた高昌国が陪に朝貢すると，陪の葬送風習の影響をう
けて，高昌国の随葬衣物疏の付帯文言に，それまで伏せられていた被葬者の実名が記載されるようになる，という.

(26) 白須 1997，pp. 146-160. 
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④唐戚亨四年 (673)左憧憲生前功徳及随身銭物疏 (64T刷 4:29(a)/r図文』参，p.208;r文書j6刊・402-403)

1 憧憲身在之日告仏
(菩)

2 堕董身在之日，十年己前造萱仏，武陪
指) (盆経)

3 降.遅参年，説汗蘭貧運.左郎身自口

4 日免伍伯僧表銀銭用.左郎随身去日，将
(練)

5 白銀銭参斬，白練査万段，戸清科口軍粟床

6 等伍万石.蝉恒通，園口圏，蝉多不腔，牌解，奴璽

7 ~菌，鱒尾香.戚亨四年四月廿九日，付曹主左口
一 一一一 (斜)

8 校牧取銭財及圃，伍穀，麦，粟圏断断固

9 領取用.鎧有於人，不得捜取.付主酉

10 憧憲政領.

この文書と同じ墳墓から出土した墓誌によると，アスターナ4号墓の被葬者である左憧葺は，西州高昌

県崇化郷の人で，成亨四年 (673)に57歳で没している.したがって，生まれは 617年，麹氏高昌国の義

和四年であり，高昌国滅亡時には 23歳もしくは 24歳になっていた.唐西州では，左憧憲は成衛の身分

で死没しているが，アスターナ古墳群に墳墓を造営していることなどから，彼は西州時期における庶人層

からの新興勢力に属すものと見られる.

この葬礼文書には，わずかながらも 4~7行自にかけて，随葬衣物疏の副葬品リストにあたる部分が残

されている.ただその一方で、，これには簡略なものながら，被葬者が生きている時に，どれほど功徳を積

んだかを逐一列挙した部分(l~ 4行目)が新たに付加されていた.

実は，こうした功徳の列挙は，先に掲げた乾封二年(667)に埋葬された氾延仕妻董真英の葬礼文書に既

に認められ，以降，第E期における随葬衣物疏の形式を完全に消し去ったまったく新しい形式の葬礼文

書，すなわち功徳を如何に積んだかを列挙する，いわゆる功徳疏が埋納されるようになっていったのであ

る.例えば，以下に掲げるようなものである.

⑤「唐成亨三年 (672)新婦矯阿公録在生功徳疏J(64T刷 29:44/r図文』参，pp. 334-340 ; r文書j7，即.66-74)

(前略)

64 諮 阿公生存在日功徳，審思量記録.但圃

65 過己後功徳，具件如前.願将此刻璽

66 前頭分雪.須覚生天浄悌園土，不得求人

67 間果報.…・・・(後 略)

(和訳)

阿公が生存中に行った功徳をお諮りになるにあたっては 詳しく記録をチェックしていただきたい.ま

た臨終後に行った功徳については，先につぶさに掲げました.願わくはこの功徳の帳簿をもって前もっ

て申し述べたく存じます.これをもって浄土に生まれることを求めるものであり，人間世界(現世)で

の因果応報を求めることはいたしません.

(27) 張蔭才 1973，p. 73 ;周 1992，p. 571 ;穆・王 1991，p. 173 ;侯 1990，p. 603. 
(28) 白須 1997，p. 158. 
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この文言の前には，被葬者が生前に行った功徳や，被葬者の死後に遺族が行った功徳などが逐一報告さ

れており，本文言はそれらを承けたものである.この文言を見ると，功徳を知何に積んだかを逐一報告し

そのことを強調しているのは，浄土への生まれ変わりを願つてのことであることが知られる.

しかも，こうした功徳疏の埋納は，アスターナ古墳群では， 7世紀の後半，それも成亨年間の墳墓に多

く見られ， 8世紀初頭の例をもって最後としている.

またヤールホト古墳群からは，功徳疏ではないが，第皿期の同時期，成亨年間に交河県で作成された墓

誌が出土しており，そのなかに浄土への往生について記す文言が見えてい訂

.r唐成亨五年 (674)張歓口妻唐氏墓誌J(黄文弼の溝西区，張埜出土，墨書35.5X35.0X4.1cm) 
歳次

1 維大唐戚亨五年甲

2 戊朔五月庚成四日発丑.

3 西州交河牒人前録事張歓

4 口妻唐氏，ノ早菓生知，託於人
(蛇)

5 世，為四拙奔逐，二鼠相推， -s_ 

6 無常，生於j手園.何其竹相

7 与(捕蒲)柳而先彫.鳴呼哀哉.

8 伏惟尚欝.

9 威亨五年五月四日記

この墓誌の解説は荒川 2000(pp. 161・162，165-167)に譲るが， 6行自に見えるような浄土往生に関する

文言が墓誌に記されるのは，前後にその例はまったく認められず，この墓誌がかなり特異なものであった

ことがわかる.先の功徳疏と併せ見れば，第皿期それも 660・670年代になって， トゥルファンで仏教の

浄土信仰が急速に漢人の中に浸透し，それに伴い浄土信仰に基づく冥界観が漢人仏教徒の間で流行して

いったことがうかがえよう.墓室内に仏教関係の偏(天部神)が埋納されるのも，第田期 (73TAM206/

張雄夫婦合葬墓， 633~688 年)，それも 7世紀後半になってからのことであった.

浄土思想そのものは，既に第E期の麹氏高昌国の時代 (6世紀中葉)にトゥルファンでも知られ信仰もされ

ていたが，それが葬礼文書に反映されるのは，第皿期も 7世紀後半まで待たなければならなかったのである.

トゥルファンが唐の直轄領土となって以来 中国内地の社会的・文化的モードはストレートにトゥル

ファンに流入していたと見られ， トゥルファンにおいて，こうした功徳疏が作成されるようになったの

も，やはりこの時期における中国内地の仏教信仰やそれに基づく冥界観の流布と密接に関係していた可能

性は高い.つまり，唐内地では，浄土思想とそれに基づく冥界観が流行しており，その直接的な流入が

あったと推定されるのである.

ただし浄土信仰といっても，唐内地では，もとは多様であった浄土というものが，弥陀浄土という狭義の

浄土信仰に収敷していったと言われるのに対して， トゥルファンでは西州時代になっても広義の浄土(弥陀・

弥勤・十方など)のままであった.このことは， トゥルファンの冥界観は，同時期の唐内地に流布したそれ

の強い影響を被ったものの，それでも内地とは異なる独自な性格を有していたことを示唆している.

(29) 池田 2000，p. 136. 

(30) 荒川 2000，p. 161. 

(31) Baker 1999， pp. 54， 56-57. 

(32) 王1995，pp.23・32.また，張元林2003，pp. 5-7参照.
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またこうした第田期のトゥルファンにおける仏教事情と密接に関わることとして注目すべきは，この第

皿期も 8世紀になると，ブラフミ一文字サンスクリットで作成された葬礼文書 (72TAM 189:74)が漢人

の被葬者とともに納められるようになることである.この文書は，これまでチベット文文書として紹介さ

れてきたが， 2001年に，筆者がこの文書を調査した結果，これはチベット文などではなく，ブラフミー文

字サンスクリットであることが明かとなった.解読に当たっては，榎本文雄氏の協力を得た.その内容

は，次のようなものである.

⑥「唐代党文葬礼文書J(72 TAM 189:74) 

1 . . namo buddha[ya na]mo dharmaya n創n(osa!p.gha)ya ???? maha 

2 ???・・ ・・??

( )推補 [ ]一部欠損文字 ・・判読不能文字

(和訳)

目覚めたかた(仏，ブツダ)に敬礼(南無)します. (ブツダの説いた)道理(法，ダルマ)に敬礼(南無)

します. (出家者の)集団(僧)に敬礼(南無)します?? ? ?大きな?? ? ? ? 

本文書が出土したアスターナ 189号墓からは，ブラフミー文字サンスクリットの陀羅尼経文と，画を絹

に書いたもの (72T品 1189:13/r新彊文物』別協3・4，p. 159;図版陸一 1; [No.l])も出ている.このトゥル

ファン出土の陀羅尼経呪図を見ると，陀羅尼経文は，木版印刷のそれらしく見え，中心に描かれている画を

囲むようにして経文が配されている.また経文の外側にも金剛力士らしい人物が多く描かれている.

実は，この陀羅尼経呪図は，唐代に作成された西安出土の陀羅尼経呪図にきわめて似ている.例えば，

西安の謹西より出土した玄宗期と推定される「唐印本党文陀羅尼経呪J[No.2]も， トゥルファンのそれ

と同様に，木版印刷によるブラフミ一文字サンスクリットの陀羅尼経文が，中心に描かれた金剛力士像

を囲むようにして配され，また経文の外側にも画が描かれている.他の西安出土の陀羅尼経呪図も，ほ e 

ぼ盛唐期に属していた可能性は高く，こうした陀羅尼経呪図が8世紀以降，作成されるようになったこ

とを示唆している.

前掲のブラフミ一文字サンスクリット資料を出土したアスターナ 189号墓からは，神龍元年 (705)~ 

開元十年 (722)にわたる漢文文書が伴出しており，先のブラフミ一文字サンスクリット資料が開元十年

(722)以降，それほど時を経ない時点で作成されたことがうかがえる.隣接して造営されたアスターナ 188

号墓から， I唐開元三年 (715)張公夫人麹娘墓志J(r新彊文物.12000・3叱 p.247)が，さらに同 187号墓か

ら， I唐(武周)上柱国張某墓志J(r新彊文物.12000・3・4，p. 247)が出土していることも，先の年代推定を傍

証するものとなろう.また，アスターナ 188号墓からも， I陀羅尼経絹被J(72 TAM 188:5/ r新彊文物』

2000・3・4，p.159)が出土している.

なお，この 189号墓の被葬者は，麹氏高昌国時期のトゥルファンにおける最有力豪族張氏に属すもので

あり，張雄 (206号墓)や張懐寂 (501号墓)とも同族である.先に触れたように，張雄の墳墓には，唐西

州時期の 7世紀後半になって仏教の天部神の備が埋納されていた.

(33) 荒川 2003，pp.12・13;p. 197，図版N.

(34) 安・鳴 1998，図版捌参照.

(35) 保 1987;安・鴻 1998，p. 92，附表1.

(36) 安・鳴 1998，pp.90・91.
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仏教信仰に基づく冥界観をもっ第皿期のトゥルファン漢人のなかには，張氏一族のように，サンスク

リットの葬礼文書を身に付けて死後の世界に旅立つものまで， 8世紀前半には出現していたのである.先

に述べた西安出土の党文陀羅尼経呪図のことを考えれば，このトゥルファンにおけるブラフミー文字サン

スクリットで書かれた葬礼文書の埋納は，唐内地における陀羅尼信仰の流行を背景としたものと考えなく

てはならないであろう.

そもそもトゥルファン出土のサンスクリット文書は，キジルやカラシヤール出土のそれと違って，すべ

て7世紀以降のものであることが，字形の分析により指摘されているぶ)サンスクリツトで作成された葬

礼文書の出現は，この推測を別の側面から傍証するものとなっている.

以上に検討してきた第皿期については，第E期と比べて，アスターナ古墳群において発掘された墳墓の

数は増大しているにもかかわらず，葬礼文書が埋納された墳墓の数は圧倒的に少ない.高昌国滅亡後，葬

礼文書の埋納は漸減し，とくに8世紀以降については，先に掲げたブラフミ一文字サンスクリットで書か

れた葬礼文書の例を除けば， I唐至徳二載 (757)張公買陰宅地契J(71 TWM 1:2/ r図文』捧， p.601; r文
書J9， p. 255)と「唐大暦四年 (769)張無償買陰宅地契J(73 TAM 506:05/2(a)・(b)/r図文』捧， p. 395 ; r文
書J10， pp. 6・7)しか，現時点では出土していない.この事実は，第皿期における士階層の衰退と葬送儀

礼の変化と密接に関係していようが，第E期の葬礼文書を検討する際に，これはとくに留意すべき点と

なろう.

おわりに

第1. II期だけでなく，第皿期の時代にあっても，なお伏義女嫡図や買地券のような伝統的な冥界観に

基づく埋納品や文書が同時に副葬されていた.とくに青龍や白虎などの四神の像を紙で作り，それを墓室

内に納める第皿期の墳墓もあったのである.伝統的な冥界観というものがつよく残存するとともに，しか

もそれがまったく異質な冥界観とも併存し得ることを明らかに示している.このことは，冥界という虚構

世界を研究対象とする場合には，一義的な解釈が通用しないこととともに， トゥルファン漢人の冥界観を

墳墓から探るには，ここに検討したような葬礼文書だけでなく，墓室全体を視野に入れなければならない

ことを教えてくれる.

またトゥルファンでは早くから仏教が信仰されてきたが，彼らのもつ冥界観を検討すると，浄土への往

生を願うような完全に仏教的な冥界観の出現は，第皿期になってからであった.しかも，それは 7世紀の

後半，それも 660・670年以降のことであった.そして， 8世紀の前半ごろにはサンスクリットの葬礼文

書が埋納されたのである.

これらの背景については，今後の検討に委ねざるを得ないが，第皿期ばかりでなく，第 I期や第E期に

おける随葬衣物疏を見る場合においても， トゥルファン漢人が常に同時代の中国(とくに河西や華北)にお

ける社会的・文化的モードに敏感であった点を決して見落とすべきではない.第 I~皿期におけるトゥル

ファン漢人仏教徒の冥界観の変選というものが， トゥルファンの独自性は認められながらも，大枠では中

国内地(とくに河西や華北)の漢人仏教徒のそれを映していることが十分に考えられるのである.中国内地

の漢人の仏教信仰を検討してゆく上にも この点はきわめて重要となろう.

(37) 安・謂 1998，p.91参照.

(38) Sander 1968， pp. 23-24. 

(39) 白須 1993，p.16によれば，アスターナ古墳群の墳墓の数を年代確定墓 330墓，年代不確定墓 126墓とし，年代
確定墓の内訳を第I期42墓 (13%)，第E期 115墓 (35%)，第E期 173墓 (52%)としている.

(40) 白須 1997，pp. 161-165 

(41) 大津・野尻・稲田 2003，pp.55・66.
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